
Ｗｉ-Ｆｉ環境利用に関する注意事項 

 

綾部市定住交流部 文化・スポーツ振興課 

 

（目的） 

第１条 綾部市市民センターの利用者が、感染予防対策の観点から館内のＷｉ-

Ｆｉ環境を利用しＷｅｂ会議等を行うことについて必要事項を定めるものと

する。 

 

（利用可能スペース） 

第２条 武道場、研修室、会議室１、会議室２、会議室３、トレーニング室、談

話室、競技場、放送室、指導員室での利用とし、共用部分のエントランスホー

ル、ピロティ、廊下等での利用は不可とする。 

 

（利用者及び利用対象） 

第３条 利用者は前条の利用可能スペースを借り上げ、本注意事項に同意した

個人もしくは団体とする。 

２ 対象はＷｅｂ会議、研修会を主な利用とし、事前に綾部市市民センター管理

者に申請を行い、承認を受けた行事とする。 

 

（貸出要件等） 

第４条 貸出要件等は、次のとおりとする。 

（１）承認を受けた行事以外の目的で利用しないこと。 

（２）バイオレンス、ドラッグ、アダルト等、フィルタリング対象となるサイト

やＵＲＬ、アプリケーション等、閲覧できない場合があることを承知し利用

すること。 

（３）利用者の利用方法や他利用者とＷｉ-Ｆｉ環境の利用が重なった場合、端

末の接続台数、利用内容により通信速度が遅くなる場合があることを承知

し利用すること。 

（４）利用期間は第２条の利用可能スペースを借り上げた期間とする。 

（５）申請者は、Ｗｉ-Ｆｉ環境の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関

する法律（平成１１年法律第 128号）その他の関係法令等を遵守しなければ

ならない。 

（６）Ｗｉ-Ｆｉ環境の利用に際し、Ｗｉ-Ｆｉ機能を搭載したパソコンやスマー

トフォン等の通信端末、ＷＥＢブラウザ等は、申請者が準備するものとする。 



 

（７）Ｗｉ-Ｆｉ環境を利用するための通信機器等の設定及び操作は、利用者が

行うものとする。ただし、必要がある場合は利用日以前に貸出者と調整の上、

Ｗｉ-Ｆｉ環境の確認を行うことができる。 

 

（貸出の申請・承認等） 

第５条 Ｗｉ-Ｆｉ環境の利用を希望する団体の代表者（以下「申請者」という。）

は、原則として利用３日前までに、Ｗｉ-Ｆｉ環境利用申請書（第１号様式）

を綾部市市民センター管理者（以下「貸出者」という。）に提出しなければな

らない。 

２ 貸出者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、利用承認

の可否を申請者に連絡しなければならない。また、利用可となった場合は、申

請者の利用日当日に窓口にてＷｉ-Ｆｉ環境のＩＤとパスワードを発行する。 

 

（禁止事項） 

第６条 申請者はＷｉ-Ｆｉ環境を通じて次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）他者の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為又はそれらを侵害す

るおそれのある行為 

（２）他者の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又はそれらを侵害する

おそれのある行為 

（３）前２号に掲げる場合のほか、他者に不利益もしくは損害を与える行為又そ

れらを与えるおそれのある行為 

（４）誹謗中傷する行為 

（５）公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 

（６）犯罪的行為又はそのおそれのある行為 

（７）性風俗、宗教又は政治に関する行為 

（８）他者のメールアドレス又はパスワードを不正に使用する行為 

（９）他者の通信内容を不正に傍受する行為 

（１０）コンピュータウイルス等の有害なプログラムを提供する行為 

（１１）通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又 

は不特定多数に大量にメール送信する行為 

（１２）大容量のダウンロードやファイル共有ソフトウェアの使用等、著しく大

量なデータを通信する行為 

（１３）前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則等若しくは施設の利用条

件等に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は貸出者が不適切

と判断する行為 



（経費負担） 

第７条 Ｗｉ-Ｆｉ環境を利用する通信料は無料とする。 

２ Ｗｉ-Ｆｉ環境の利用に必要な通信機器等に要する費用は、申請者が負担す

るものとする。 

３ 申請者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由

にかかわらず、当該申請者が費用を負担する。 

 

（損害の賠償） 

第８条 申請者は、故意又は過失によってＷｉ-Ｆｉ環境に必要なアクセスポイ

ント、ＬＡＮケーブル等を故障、破損又は紛失等させたときは、Ｗｉ-Ｆｉ環

境故障等届出書（第２号様式）を貸出者に提出するとともに、現状に復し、又

はその相当額を弁償しなければならない。 

 

（特例） 

第９条 貸出者は、やむを得ない事由によりＷｉ-Ｆｉ環境の利用不能となった

ときは、承認後であっても利用承認を取り消すことができる。 

 

（損害賠償責任等） 

第１０条 貸出者は、申請者のＷｉ-Ｆｉ環境利用による端末のウイルス感染や

Ｗｉ-Ｆｉ環境利用時に発生した通信不良、データの破損、漏洩その他Ｗｉ-Ｆ

ｉ環境の利用に関連して発生した利用者の損害について一切の責任を負わな

い。 

２ 申請者がＷｉ-Ｆｉ環境を利用したことにより、他の利用者や第三者との間

に生じた紛争等について、貸出者は一切の責任を負わない。 

 

（利用の記録及び利用） 

第１１条 貸出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用履歴を取得す

ることができるものとする。 

（１）利用状況を調査する場合 

（２）サービス内容の見直し又は改善等を図るために、統計データとして利用す

る場合 

（３）その他貸出者がＷｉ-Ｆｉ環境の管理上、特に必要があると認める場合 

２ 貸出者は、取得した情報を、利用状況調査や内容の充実、障害解析、行政機

関等からの調査・操作に関する協力要請への対応等に利用できるものとする。 

 

 



（本注意事項の変更） 

第１２条 貸出者は、申請者の承諾を得ることなく、本注意事項の内容変更をす

ることができる。 


